
「歯の健康手帳」とは？ 

【表紙】 

  

●生後８か月を迎える市民に送る冊子 

                 （事業開始時は８か月～２歳６か月児に一斉送付） 

                 ●A６サイズ、１２ページ 

●最終ページに「フッ化物塗布券」が添付されている 

●「フッ化物塗布券」は歯科医師会に提出が必要 

 

 

 

【内容】 ●乳幼児期の口腔内の成長過程や特徴、う蝕の成り立ち、予防法の解説など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●９～１０ページにはフッ化物歯面塗布の記録ページがあり

ます（記入をお願いします） 

 

 

 

 

●手帳の最終ページ（P12）に「フッ化物塗布券」がミシン

目で切り離せる状態で添付されています（本人の誕生日に応

じて１～３枚） 

受診月齢に応じた塗布券を切り取ってご使用ください（使用

期間は塗布券に記載されています） 

１か月分をまとめて翌月５日までに熊本市歯科医師会にご

提出ください 

 

 

※詳しい実施方法、フッ化物塗布券の取扱い等についてはマニュアルをご覧ください 
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